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は じ め に 

 

 都市計画法は、都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もって国土の均衡ある発展と公

共の福祉の増進に寄与することを目的として制定されました。これにより、技術基準や立地

基準の適合性の審査を通じて、必要となる公共施設等の整備など良好な宅地水準を確保する

こと、また、都市計画に定められた土地の適正利用を確保する役割を有しているのが開発許

可制度です。 

特に近年は、市街地の拡散と人口減少・高齢化の進展により低密度な市街地が形成され、既

成市街地における空家や空地の発生、将来的なインフラの維持・更新に係るコストの増大等の

懸念が生じていることから、コンパクトシティを形成していく必要性が高まっています。また、

気候変動の影響による自然災害の頻発化・激甚化を踏まえ、増大する災害リスクに的確に対応

することが急務になっています。こうしたことから、開発許可制度は、都市計画に関する他の

制度と相まって、まちづくりの将来像を示す津市都市マスタープランの内容を実現する手段や

災害リスクの高い区域における新たな開発行為を抑制する手段としても重要となってきていま

す。 

本市におきましては、地域の実状を踏まえ、「津市開発事業に関する指導要綱」や「津市開

発技術基準」等により、種々の点について開発事業関係者の皆様のご理解、ご協力をお願いし

ているところです。 

 本書は、このような開発許可等の申請手続に関し、皆様方の一層のご理解、ご協力のもと、

業務がより適正かつ効率的になされるためのガイドブックとしてご利用いただけるよう作成

したものです。 

 なお、紙面の都合上、各項目にそれぞれの手続事務に関する重要ポイントを中心に記述し

ていますので、都市計画法等の関係規定の条項解説書である三重県の「開発許可制度事務ハ

ンドブック」や「宅地等開発事業に関する技術マニュアル」等とあわせてご利用いただき、

特殊なケースやより詳細な事項につきましては、別途ご確認いただきますようお願いします。 

 最後に、本書は、より活用しやすい手続マニュアルを目指し、今後も法改正等に伴う改訂

なども予定していますので、皆様方のご意見、ご要望をいただければ幸いです。 

 

  令和７年４月 

                                   津   市 



 ‐1‐ 

【凡 例】 

 

法 

 

都市計画法 

 

令 

 

都市計画法施行令 

 

規 則 

 

都市計画法施行規則 

 

県細則 

 

都市計画法施行細則（三重県） 

 

盛土規制法 

 

宅地造成及び特定盛土等規制法 ※三重県による許可 

 

県事務処理条例 

 

三重県の事務処理の特例に関する条例 

 

宅開条例 

 

三重県宅地開発事業の基準に関する条例 

 

ユニバーサルデザイン条例 

 

三重県ユニバーサルデザインのまちづくり推進条例 

 

ユニバーサルデザイン規則 

 

三重県ユニバーサルデザインのまちづくり推進条例施行規則 

 

県ハンドブック 

 

開発許可制度事務ハンドブック（三重県） 

 

県技術マニュアル 

 

宅地等開発事業に関する技術マニュアル（三重県） 

 

市規則 

 

津市都市計画法施行取扱規則 

 

市優宅規則 

 

土地譲渡益重課税制度及び長期譲渡所得課税の特例制度に係る優

良宅地認定事務に関する規則 

 

指導要綱 

 

津市開発事業に関する指導要綱 

 

市技術基準 

 

津市開発技術基準 

 

開発許可 

 

都市計画法第29条に基づく開発行為の許可 

◎ 本書は、「本文」、「メモ」、「図」、「表」、「関係条例」等から構成されて

おり、「メモ」は、専ら本文の補足事項や特記事項を「図」は、専ら事務手続フロ

ーを、「表」は、関係法令の条項や基準等を取りまとめたものです。 

 ◎  各表中の法令条項や基準等は、簡略化した表現となっていますので、詳細について

は、県ハンドブック等で確認してください。 

 ◎ 本文中の県ハンドブックのページ数は令和6年2月発行のもの、県技術マニュアルの

ページ数は、平成30年9月発行のものです。 
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